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テレワークサービス提供役務プロポーザル実施要領 

 

１ 契約件名 

テレワークサービス提供役務 

 

２ 目的 

武蔵野市（以下「市」という。）での内部統合ネットワークを使用した業務につい

て、庁外でも利用できる環境を整備し、時間や場所に捉われない働き方を実現するた

め。 

 

３ プロポーザル実施目的 

テレワークサービス利用にあたっては、業務を請け負う企業の業務体制及び実績、

自治体業務等に関する見識等について審査し、その実効性を担保することが必要不可

欠である。 

よって企業各社より仕様に基づいた企画提案書を募集し、テレワークサービス事業

者選定委員会にて審査を行い最適な企画提案を選定するため、本プロポーザルを公募

型にて実施する。 

 

４ 契約期間 

 契約確定日から令和 10 年３月 31 日 

 

５ 契約内容 

別紙「仕様書」のとおり 

 

６ 提案上限額 

   総額 6,981,920 円 

  【内訳】 

令和 7 年度 1,701,920 円 

令和 8 年度 2,640,000 円 

令和 9 年度 2,640,000 円 

 

※ 消費税等 10％を含む。 

※ 契約は単年度ごとに締結するものとする。 

※ 上限金額の総額分を超えた見積書及び各年度の上限額を超えた見積書を提出

した場合は、審査の対象外とする。またこの金額は、事業の規模を示すための

ものであり、契約額等を示すものではない。 
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※ 次年度以降の契約は予算の議決を条件とし、契約を約束するものではない。 

 

 

７ 参加資格 

(1)東京電子自治体共同運営電子調達サービスで市の競争入札参加資格を得ているこ

と。資格を得ていない場合は、下記書類を提出することを要件とする。 

(2)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定のいずれにも該

当しない者であること。 

(3)市において、指名停止措置を受けていないこと。 

(4)プライバシーマークまたは ISMS 認証を取得していること。 

(5)市が発注する契約における暴力団等排除措置要綱別表左欄のいずれにも該当しな

いこと。 

 

※資格のない者の参加申込時の提出物 

(1) 登記簿謄本（正本）（発行後３か月以内のもの。法人に限る） 

(2) 商号登記簿謄本（正本）（発行後３か月以内のもの。個人で商号を用いる者に限る。） 

(3) 身分証明書（正本）（発行後３か月以内のもの。個人で商号を用いないで営業して

いる者に限る。本籍地の区市町村が発行するもの。） 

(4) 登記されていないことの証明書（正本）（発行後３か月以内のもの。個人で商号を

用いないで営業している者に限る。） 

(5) 財務諸表（直前決算のもの。貸借対照表及び損益計算書） 

(6) 法人事業税の納税証明書（正本）（法人に限る。） 

(7) 法人税又は所得税の納税証明書その１（正本） 

(8) 消費税及び地方消費税の納税証明書その１（正本） 

(9) その他審査委員会が必要と認めるもの 

(10）優先交渉権者となった場合に資格取得することを誓約する誓約書 

 

８ スケジュール 

(1)公告        令和７年５月２日（金） 

(2)質問受付締切    令和７年５月 16 日（金） 

(3)質問回答予定日   令和７年５月 28 日（水） 

(4)参加申込締切    令和７年６月６日（金）正午 

(5)参加資格確認通知  令和 7 年６月 13 日（金） 

(6)企画提案書締切   令和７年６月 25 日（水）正午 

(7)プレゼンテーション 令和７年７月３日（木）午後【むさしのエコ re ゾート １階】 

(8)選定委員会     令和７年７月３日（木） 
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(9)結果通知予定日    令和７年７月 10 日（木） 

(10)契約協議       令和７年７月下旬 

  

９ 提出物及び提出期限 

(1) 下記①の資料を１部、令和７年６月６日（金）正午までに郵送（必着）または持

込にて提出すること。郵送の場合は到着確認のため、発送時に電話で市担当者

に連絡すること（連絡先は 16 問い合わせ先 を参照）。なお、本資料について

は、評価の対象外とする。 

① 【参加資格要件を満たしている場合】参加申込書（様式１） 

【東京電子自治体共同運営電子調達サービスで市の競争入札参加資格を取得

していない場合】参加申込書兼誓約書（様式１′）   

 (2) 下記②、③のプロポーザル用資料を、令和７年６月 25 日（水）正午までに郵

送（必着）または持込にて提出すること。 

② 企画提案書（合計 15 ページ以内）正本１部 副本５部、電子データ一式 

③ 提案価格書（様式２、様式２別紙１） 正本１部、電子データ一式 

※電子データは、ＣＤ・ＤＶＤ等外部記録メディアに保存すること。 

※上記、提出書類はＡ４版とし、付番するページ数は表紙・目次を含まないもの

とする。 

※②、③の資料は全て評価の対象とする。 

 

10 企画提案書の作成要領 

(1) 概要 

提案者は、以下に示す企画提案書の構成に従い企画提案書を作成すること。企画

提案書は表紙、目次、本編で構成するものとし、Microsoft Office Word、Excel、

又は Powerpoint により、Ａ４版横(横書き、上綴じ)にて作成すること。枚数は表

紙・目次を除いて 15 ページ以内とする。 

(2) 表紙 

表紙は、題名を「テレワークサービス提供役務に係る企画提案書」とし、提出日

についても記載すること。 

(3) 目次 

提案者は、章、節について、目次を作成し、参照先のページ番号を記載すること。 

(4) 本編 

本編は、別紙１「企画提案書記載項目・評価基準」の項目に従い、以下の点に留

意し作成すること。 

ア 企画提案書は情報システムの専門家以外の者にも理解できるよう、日本語で

十分にわかり易い記述とすること。なお、必要に応じて、用語解説などを記
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載すること。 

イ 企画提案書記載項目のすべての項目について、漏れなく記載すること。記載

の無い項目については、採点しない。 

ウ 記述項目に沿わない記述があった場合、その部分の記述に関しては評価対象

としない。 

エ 企画提案書の記述内容に不整合等があった場合には、本市に有利と思われる

記述内容を正とみなす。 

オ 記述事項の順序は、別紙 1「企画提案書記載項目・評価基準」の順序と同一

とすること。 

カ 本市の意向や考え方、本事業の意義を理解した上で企画提案書記載項目・評

価基準に従いそれぞれの項目について具体的かつ簡潔に提案を記載するこ

と。なお要件が示されている内容について、その内容を理解した上で、より

優れた提案を行うことを可能とする。 

(5)書式 

書式は自由とする。小さなフォントは視認性が悪いという点を踏まえ、使用す

ること。また、各ページにページ番号を記載すること。 

章立ては、原則 別紙１「企画提案書記載項目・評価基準」の項目番号を利用

すること。 

 

11 提案価格書作成要領 

 提案価格書は、仕様書、本実施要領及び別紙１「企画提案書記載項目・評価基準」

等に掲げる条件を満たすものとし、作成すること。様式２「提案価格書」を使用し、

本業務委託に係る必要経費についての総額を記載すること。また、様式２別紙１「経

費内訳」を使用し、必要経費の内訳を記載すること。 

 

12 プレゼンテーション審査実施日時 

令和７年７月３日（木）午後【会場：むさしのエコ re ゾート】 

参加事業者ごとのプレゼンテーション実施時間については、別途通知する。 

 

13 審査方法等 

 (1)審査機関 

テレワークサービス提供役務事業者選定委員会（以下「委員会」という｡）にて、

提案された企画提案書の審査を行う。 

(2)書類審査及び提案説明 

書類審査及び提案説明等で総合的に審査を行う。 

① プレゼンテーション審査には本件の担当者（責任者及び主たる担当者）が必
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ず出席すること。 

② 提案説明では実施にあたり使用する機材等は提案者側で用意すること。ただ

し、プロジェクター及びスクリーン、電源コードについては、市で用意する。 

③ 提案説明の時間は 40 分（プレゼンテーション 20 分、質疑応答 20 分）とす

る。 

④ 提案説明時間は、機材セッティング時間（５分間）を含まない。 

⑤ 電子データによる提案説明に使用する資料は、基本的に企画提案書と同一と

すること。 

⑥ 評価基準は別紙 1「企画提案書記載項目・評価基準」のとおりとする。 

⑦ プレゼンテーション時に行われる質疑応答の記録を作成し、土日祝日を除く

２営業日以内に市へメールにて提出すること。なお、当日の質疑応答において

は録音を許可し、議事録の書式は問わない。 

⑧ 選定結果は、全参加事業者に書面で通知する。 

 (3)優先交渉権者の決定方法 

① 企画提案書が提出された時点で、委員会は提案価格が、実施要領に定める提

案上限額の範囲内であることを確認する。該当しない企画提案書は欠格とし、

その後の審査は行わない。 

② 実施要領に定める要件を欠く提案は欠格とし、その後の審査は行わない。 

③ 委員会は､企画提案書が仕様書に記載している各種要求要件を満たしている

かの判断、別紙１「企画提案書記載項目・評価基準」に基づき付与する評価点

の判断及び本プロポーザルの実施要領で求める内容について審査を行う。 

④ 上記③の審査は、別紙１「企画提案書記載項目・評価基準」に定める評価基

準に基づいて行うものとする。委員会の各委員は、それぞれ評価基準の各項目

に対して評価点を付し、すべての評価項目に付された評価点を合計して各委員

の合計評価点とする。各提案会社の得点については､審査委員が採点した合計

評価点を平均した点と経費見積に関する評価点（以下価格点）をもって決定す

るものとする。 

※点数の計算にあたって、小数点第３位以下の端数は四捨五入することとする。 

⑤ 価格点については､次に示す方法により一律に算出するものとし、委員会の

すべての委員は算出された同じ価格点を用いるものとする。 

 価格点は、様式２「提案価格書」に記載された合計額をもとに算出する。 

 価格点は、下記の計算式により算出する。 

価格点 ＝ 配点 30 点×（最低価格/提案価格） 

※点数の計算にあたって、小数点第３位以下の端数は四捨五入することとする。 

⑥ 上記④で決定された得点が最も高い者より優先交渉権者と次点以下（次順位

交渉権者）を決定する。最高得点者が２者以上ある場合は、審査委員の評価順
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位において価格点を除く評価点が最も上位の事業者を本委託の優先交渉権者

と決定する。 

⑦ 審査結果については、令和７年７月 10 日（木）まで（予定）に提案者に対し

て文書で通知する 。審査結果についての問い合わせは、契約確定日以降（令和

７年 8 月１日（金）ごろを予定）令和７年８月 29 日（金）までに行うこと。 

 

 (4)請負者の決定方法 

(3)に掲げる審査により決定した優先交渉権者から協議を行い、協議が成立した

者と契約手続きを行う。優先交渉権者との協議が不調となった場合は、次順位交渉

権者との協議に移行する。なお、参加者が一社であった場合は、審査の結果、当該

参加者に係る企画提案等が 70 点/100 点を超えた時に限り、当該参加者を優先交渉

権者として選定する。令和７年７月 25 日（金）までに優先交渉権者との協議が整

わない場合は、次点交渉権者に連絡・協議の上、契約手続きを行う。また、全者辞

退等の事由により本プロポーザルの参加業者がなかった場合、または審査の結果、

全提案者の点数が最低合格基準に満たなかった場合、プロポーザルは中止とし、市

ホームページに別途中止の通知を掲載する。 

審査結果及び契約の相手方については、契約確定後に市ホームページで公表する。 

 

14 質問 

(1)質問期間 

令和７年５月 16 日（金）まで 

(2)質問方法 

様式３「テレワークサービス提供役務プロポーザル質問回答表」に記入の上、電

子メールで送信すること。 

メールアドレス：sec-jyouhou@city.musashino.lg.jp 

(3)注意事項 

質問回答表の送付の際は、メール件名及びファイル名を以下のルールに基づき付

与すること。 

＊付与ルール：【テレワークサービス提供役務】（会社名） 

 

15 質問への回答 

(1)回答時期 

令和７年５月 28 日（水） 

(2)回答方法 

様式３「テレワークサービス提供役務プロポーザル質問回答表」により電子メー

ルにて回答する。 
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※受信したら必ず受信確認のメールを返信すること 

(3)その他 

質問と回答は、市ホームページ上に事業社名を伏せて掲載する。 

 

16 問い合わせ先 

 〒180-8777 東京都武蔵野市緑町２丁目２番 28 号 

 武蔵野市役所総務部情報政策課 担当：蜂谷・栗田・井上 

 電話 0422-60-1805（直通） 

 Email  sec-jyouhou@city.musashino.lg.jp 

 

17 その他 

(1)プロポーザルの参加に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

(2)提出された書類の取扱いについて 

①著作権は提案者に所属する。 

②提出された書類は返却しない。 

③参加者の名称は、公開することがある。 

④武蔵野市情報公開条例（平成 13 年 3 月 23 日条例第 5 号）の対象となるほか、

規定に基づき、その内容の全部又は一部を公開する場合がある。このとき本市

は企画提案書等を無償で使用できるものとする。 

(3)プロポーザルを通して知り得た個人情報及び本委託業務等の市の施策に関する事

項は、第三者に漏らしてはならない。 

(4)プロポーザルの不参加に対し、不利益な取扱いをすることはない。 

(5)本提案により採用されたことをもって、提案したすべての内容（範囲）の契約を

保証するものではない。契約内容（範囲）などについては、別途、契約前に協議を

行い決定する。 

(6)その他、疑義が生じた場合は、市と協議すること。 

 


